








1.はじめに 

WHO の"21 世紀までに全ての人々に健康を〃のスローガンのもとに我が国においてもプラ

イマリ,ヘルスケアの推進が提唱され,現在はこれをいかに実践するかという時期であると

いわれている。 

本県において,21 世紀はじめには老齢人口比率が 16.7%になると予測されている。これから

の本格的な高齢化社会に対応するため,老人保健法の保健事業が県内 67市町村で各々創意

工夫しながら進められている。しかし,本県においては健康診査一つとってみても受診率は

低く,老人保健事業が軌道にのるまでにはまだまだ時間がかかりそうである。 

この様な状況の中で母子保健法が改正の方向で、母子保健事業の市町村への一元化が検討

されている現在,本県における母子保健の向上を目指し,母子保健サービスに格差がないか、

医療機関等の配置状況,サービス提供状況等以下のいくつかの観点から青森県の現状と課

題を通して,今後の母子保健対策について検討したので報告する。 


